
H 3 0年度専門家派遣事業  募集案内

１．事業概要 

電源地域が抱える様々な課題を解決するために、専門家を地域に派遣し指導することにより、政策立案や実
施体制の構築に向けた支援を行い、地域の振興発展・地域住民の福祉の向上に寄与することにより、さらな
る地域活性化を図ることを目的とした事業です。 

①専門家派遣事業内容
電源地域の抱えている課題の克服や問題の解決に向けて、専門家による現地指導（現状確認・アドバイス・
情報提供 ）を行います。また対象とする事業分野は問わず、支援の形態も講演会、実務指導など、電源地
域のニーズにあった形で対応いたします。 

②事業対象者
電源地域の市町村、または電源地域の市町村から推薦を受けた事業者や各種団体など（電源地域の市町村を
経由してお申し込むことを原則とします）を対象といたします。 

③事業採択件数
２５件程度を予定しております。 

④実施期間・派遣回数
・事業実施期間：平成３０年４月から平成３１年３月まで通年で実施。 

・派遣回数：概ね３回程度の派遣。 

⑤経費負担
・専門家への謝金については、本財団が負担いたします 

・専門家への旅費（宿泊費を含む）については、派遣を受ける市町村等（以下「実施団体」という)に負担
して頂きます。 ※旅費算定については、実施団体の規程・基準に基づいてお願いいたします。 

・その他発生する費用については原則として実施団体の負担となります。 

２．お申込み及び審査 

①お申し込み
・本事業の利用を希望する事業対象者は、以下の書類を本財団へ提出してください。 
  (a) 専門家派遣要望書 （お申し込み様式は、本財団のホームページに掲載） 
  (b) その他参考資料 
・募集受付期間は、平成３０年１１月３０日（金）まで。但し、事業採択件数に達し次第終了といたします。 

※原則、事業実施の２ヶ月前までにお申込みをお願いいたします。 

②審査・審査結果通知
派遣が適当であるか否か審査を行い、その結果は、お申込み者へ書面にて通知いたします。 

３．採択後の手続き 

①専門家の決定
実施団体と協議・調整の上で、要望内容に適した人材を選定し「専門家」として決定いたします。 

②事前調整
具体的な実施内容・実施日を調整し、本財団より派遣内容通知の文書を送付いたします。 

③事業実施
専門家を派遣いたします。※必要に応じて、本財団の職員が同行いたします。 

④事業内容の公開
実施した内容・実施団体名については、本財団のホームページ、事業報告書、事業年報にて公表いたします。 

一般財団法人 電源地域振興センター 



問合せ・お申し込み先 ： 一般財団法人電源地域振興センター   
                 地域振興部 振興調査課 専門家派遣担当 
                           ＴＥＬ：03-6372-7306      

                           Email:senmon@dengen.or.jp 

お申し込み 

•お申し込み様式は、本財団のホームページに掲載してあります。 

•トップページ（http://www2.dengen.or.jp/）→事業のご案内→専門家派遣事業をご覧下さい。 

審査    

•事業実施審査の実施 

•事業実施の可否をご通知 

事前準備 

•指導内容、派遣業務等に係るヒアリング・各種調整 
•専門家の選定及び決定通知書の送付 

•参加者、会場、準備物等の手配（実施団体側） 

事業実施 

•専門家による実情把握（現状確認） 

•専門家による現地指導（アドバイス、情報提供） 

事業完了 

•課題や懸案事項の解決 

•知識、技術、ノウハウの享受 

•実施団体側へのCS調査実施 

４．事業の流れ 

 

【観光】 

・観光開発、施設計画、接遇対応 

【特産品】 

・ブランド形成、商品開発、商品化 

【まちづくり】 

・協働、地域おこし、過疎対策 

【エネルギー】 

・新エネ導入、放射線関連、勉強会 

 【その他】 

・企業誘致、農業振興、防災、健康福祉 

 

講師派遣型 

課題解決型 

自治体職員、事業者や各種団体
の講演会や研修に活用するパ
ターン 

複数回開催し、課題解決に向け
た方向付に活用するパターン 

５．専門家派遣事業実績例 


